
 

愛荘町立図書館協議会委員を募集します 

 

愛荘町では、子ども読書活動の推進や図書館運営についてのご意見をいただくため、愛荘町立  

図書館協議会委員を募集します。 

 

■ 応募資格（次のすべてを満たす方） 

・愛荘町にお住まいで、申込時に愛荘町内の小学校または中学校に通学されている児童、生徒の

保護者の方(会議にお子さまとご一緒に参加していただくことも可能です) 

・読書や図書館に関心がある１８歳以上（令和 8年４月１日現在）の人で、任期期間中、愛荘町の 

他の付属機関等の委員に就任していない方 

・愛荘町の職員または愛荘町議会議員でない方 

■ 任期  2年（令和 8年 4月 1日から令和１０年 3月 31日まで） 

■ 募集人数  2名以内 

■ 報償等  会議出席 1回につき 7,000円（予定）（源泉徴収前） 

■ 職務内容  愛荘町における図書館運営についての意見を出し合っていただくとともに、  

図書館長の諮問事項についてご意見をいただきます。 

委員会は年 3回（水曜日 19時 30分から 21時）の開催を予定しています。 

■ 応募期間  令和 8年１月５日（月）１０時から令和 8年１月３１日（土）１８時まで 

■ 応募方法  次のいずれかの方法でご応募ください。 

・応募フォームからのお申し込み 

（愛荘町立図書館ホームページからもアクセスできます） 

・裏面の申込書にご記入のうえ、秦荘図書館または愛知川図書館の開館時間内に 

図書館カウンターへ直接持参 

■ 選考方法  募集人員を超えた場合は、抽選により決定します。 

抽選は令和 8年 2月４日（水）午前 10時に愛知川図書館で実施し、結果は応募者全員 

に通知します。 

■ 注意事項 

・委員は職務上知り得た個人情報を、漏らすことはできません。 

・委員の氏名や会議においての意見等は、原則公開となります。 

・申込書類に虚偽の記載が認められた場合や、応募資格を満たさない状態となった場合、委員

就任後でも委嘱を取り消し、または委員を辞退していただくことがあります。 

・応募書類は返却できません。 

 

 

 

お問い合わせ・応募先  愛荘町立愛知川図書館 図書館協議会担当    

〒529-1313  愛荘町市 1673番地   電話番号 0749-42-4114 

 

応募フォームはこちら 

図書館ホームページ 

 

 



 

愛荘町立図書館協議会委員応募申込書 
 

ふりがな  

生年月日 
 

年    月    日 氏 名 
 

 

住 所 

〒        － 

 

愛荘町 

電話番号  

※ お子さんの 

お名前・ 

学校名・学年 

（小中生のみ） 

お名前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学年（申込時の学年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お持ちの 

資格等 
 

応募の動機  

（現在、愛荘町の他の委員等にご就任またはご応募中の際は委員名をご記入ください） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個人情報は「愛荘町個人情報保護条例」に基づき適切な管理を行い、図書館協議会業務に限って利用

します。また、記載事項について確認をさせていただくことがあります。 


